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はじめに

　２００４年度から始まった認証評価制度および国立

大学の法人化に伴う法人評価制度といった第三者

による大学評価というこれまでにない経験をして

いる大学にとって，「評価をいかに乗りきるか」と

いうことが現在の優先課題になっている。という

のも，質の保証という観点から，各大学は評価に

必要な情報の収集や評価書作成といった評価技術

の側面のみならず，全学での評価体制構築をも試

行錯誤し行うことで，大学が大学としての機能を

果たしていることを明快に示すことに注力しなけ

ればならない状況に置かれているからである。し

かしながら，今後も定期的に評価を受けていく状

況の中では，単純に「評価を乗りきる」もしくは

「効率的に評価に対応する」という質の保証に焦

点化した姿勢だけでは，認証評価制度や法人評価

制度の目的に十分応えるものにはならない。むし

ろ評価を一つの契機として，大学の質の改善のた

めに「評価を活用する」，言い換えるならば評価を

通じて見いだされた課題を改善へとつなげ，より

一層教育の成果を上げ研究の成果を社会へと還元

するという積極的な姿勢がこれからの大学には求

められるからである。

　この「評価を活用する」という姿勢の重要性は，

制度的要求によってのみ強調されるわけではない。

その重要性を殊に感じているのが，学内で実際の

評価作業に従事している教職員（以下，大学評価

担当者とする）である１。彼らは，日常の業務とし

て，認証評価または法人評価における自己評価書

の取りまとめやデータベースの開発等を行ってい

る。そして，自身の評価業務の効率化を追求する

と同時に，評価が大学の質の改善のためにどのよ

うに役に立つのか，評価を通して少しでも大学を

良くすることはできないのか，と思案している。

それは，大学評価制度に対する深い理解を有して

いるというだけでなく，大学評価の現場にいるか

らこそ評価そのものの意義や重要性を感じている

大学評価担当者が抱える現場の課題

―アンケートの結果から―

佐藤　仁＊，森　雅生＊，高田　英一＊＊，小湊　卓夫＊＊＊，関口　正司＊＊＊＊

　

要　旨

　本稿の目的は，大学評価担当者が日々の大学評価業務において抱えている現場の課題を明らかにし，そ

の解決の方途を探ることにある。大学評価担当者に対して行ったアンケート調査の結果より，全体的な傾

向として，評価の実施体制は整えつつあるものの，評価結果を大学運営に反映することはまだ進んでいな

いことが明らかになった。また，具体的に大学評価担当者が直面している課題として，評価室等の人的資

源の不足と人材育成の欠如，教職協働体制の不備，計画と評価の分離，そして評価に携わるアクターの意

識の温度差が挙げられる。

キーワード

　大学評価，institutional research，教職協働，評価人材，計画と評価

＊　  九州大学大学評価情報室　助教
＊＊   九州大学大学評価情報室　准教授
＊＊＊ 九州大学高等教育開発推進センター　准教授
＊＊＊＊ 九州大学大学院法学研究院　教授
１　  本稿では，大学本部で評価書の取りまとめやデータの収集といった評価業務に従事する教職員を大学評価担当者とする。
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からであろう。

　しかしながら一方で，「評価を活用する」といっ

ても，実際に何をすべきなのか分からない状況も

ある（佐藤 ２００８）。評価の重要性を感じながら，

大学評価担当者たちは評価業務の難しさも感じて

いる。では，一体，大学評価の現場において大学

評価担当者たちは，どのように評価業務に従事し，

評価を活用しようとしているのだろうか。そして

そこでは，どのような課題を抱えているのだろう

か。

　以上を踏まえ，本稿では大学評価担当者に対し

て行ったアンケート調査の結果を基に，大学評価

担当者が日々の大学評価業務において抱えている

現場の課題を明らかにし，その解決の方途を探る

ことを目的とする。本稿にかかる先行研究として

は，大学評価・学位授与機構の試行的大学評価に

関してアンケート・インタビュー調査を行った齊

藤・林（２００７）の研究や，２００６年度の認証評価の

結果を分析した羽田（２００６）の研究が挙げられる。

しかし，これらの研究は認証評価機関または制度

に対する「メタ評価」を目的としたものであり，

現場で抱えている課題とその解決に向けての方途

を分析しているものではない２。また，２００８年３

月の『大学時報』第３１９号では，「認証評価システ

ムの大学改革への活用」についての小特集が組ま

れている。この中では，認証評価を受けた大学の

取り組み事例として，坂本（２００８）による立命館

大学の取り組み，および川本（２００８）による広島

修道大学の取り組みが紹介されている。これらの

論考は，一つの事例として各大学の取り組みを促

進するものであるが，実際に評価を活用する際に

どのような困難にぶつかっているのか，実務レベ

ルで評価作業を行っている教職員がどのようなこ

とで苦労しているのか，といった内部の視点が十

分ではない。そのため，評価を改善につなげるた

めの方策を検討する足がかりを得にくいものと

なっている。

　大学評価担当者に着目すると，小湊・中井

（２００７）が大学評価を担当する部署としての

Institutional Research（以下，IRとする）組織の

機能・役割について，３つの国立大学の事例を分

析している。後述するように，本稿でも IRを一つ

の分析視点とするが，本稿は IR組織ではなく，IR

に従事している大学評価担当者に焦点を当て，現

場の評価業務における課題を明らかにしようとし

ている点で異なる。また，わが国における IRに

関する研究が海外の大学の取り組みに焦点化して

いる中で（例えば鳥居（２００５），山田（２００５）な

ど），日本型 IRの可能性を考察するためには，日

本の大学をめぐる環境と大学内部組織の分析が今

後ますます重要になる。
　

１．アメリカにおける IRの発展と日本の
　IRをめぐる環境

　

　近年，高等教育の現場において，IRという言葉

が一気に注目を浴びるようになってきた。そもそ

も IRは一般的に，「機関の計画立案，政策形成，

意思決定を支援するための情報を提供する目的で，

高等教育機関の内部で行われる調査研究（Saupe 

１９９０）」と定義される３。IRの機能や職務は多岐に

わたっており，一概に説明することはできず，そ

の役割もアメリカ高等教育の発展とともに変化し

てきている。Peterson（１９９９）によれば，IRは大

学の外部環境の変化やそれに呼応した内部環境の

変化に対して，重要な役割を担ってきたという。

その活動の発展は，１９５０年代の「記述的・啓発

的」に始まり，１９６０年代の「分析的・比較的」，

１９７０年代の「評価的・量的」，１９８０年代の「分析

的・比較的・プランニングと政策分析」，そして

１９９０年代以降の「知識産業アナリスト・予測的」

というような段階を追っている。IRの機能を分析

する中で重視されている点は，これらの役割がそ

れ以前のものに取って代わるものではなく，付加

されて，より複雑化していっていることである。

また，近年の IRの性格の変化については，「統計

屋としての役割よりも変革の窓口としての性格の

ほうが強くなってきている（セイモア ２０００）」と

の指摘もあり，IRの高度化そして複雑化が進展し

２　例えば齊藤・林（２００７）では，大学評価・学位授与機構の試行的大学評価についてロジックダイアグラムに基づいて評

価を行い，大学の教育研究活動の改善についてはおおむね達成している一方で，アカウンタビリティの促進については

課題が残っていることを指摘している。
３　この定義に従えば，日本の文脈では，大学評価担当者が日本の大学における IRの一機能を担っているといえよう。
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ていることが窺える。

　このような役割の変化は，アメリカの大学評価，

すなわちアクレディテーションにおける IRの機

能においても指摘されている。Brittinghamら

（２００８）は，アクレディテーションにおける IRの

役割を二つの側面から説明している。一つは最低

限の質の保証のための伝統的な役割であり，アク

レディテーションに対応する作業に関与・支援す

ることが挙げられている。具体的には，「自己点検

運営委員会に奉仕（serve）すること」，「要求され

ているデータフォームを完成させる責任を負うこ

と」，「自己点検チームに最新かつ有効なデータお

よびレポートを継続的に提供すること」，「必要と

されている付加的なデータを同定し，それを準備

すること」，そして「利用可能な証拠書類やカタロ

グのためにイントラネットを構築すること」が挙

げられている。これらの活動は，まさに質の保証

つまりアクレディテーション団体の要求に対して

忠実に対応し，エビデンスを示すための IRの活

動であることがわかる。

　もう一つの役割として挙げられているのが，質

の改善のための新しい次元の役割である。これま

でのアクレディテーションでは，インプットやア

ウトカムといった証拠を提示することに重点が置

かれていたが，近年の傾向としてアウトカムを導

き出す自己評価システムや評価を計画策定に生か

すシステムというプロセスに関する挙証が求めら

れている。この要求が，IRの役割を新しい次元へ

と変化させる。質の改善のための役割は，データ

を利用するキャパシティを開発することとされて

いる４。具体的には，「自己点検チームが現在利用

できるデータを理解するのを支援すること」，「大

学が「成功」を定義するのを支援すること」，「自

己点検委員会がアクレディテーション団体の期待

を理解し，データの内容を必要とされるものへと

変えるのを支援すること」，「自己点検委員会が

「否定的な所見」にある価値を学ぶのを支援する

こと」，そして「大学が学生の学習の評価を促進す

るのを支援すること」が挙げられている。これら

の活動は，質の改善といっても，評価結果を改善

に生かすためという側面だけでなく，評価を活用

することで学内のPDCAサイクルを効率的に機能

させるための IRの活動であることがわかる。

　このように，アクレディテーションにおける IR

の役割は，IRそのものの機能と同様に，大きく変

化してきている。すなわち，アクレディテーショ

ンの主目的が質の保証から質の改善へと変化して

きたこと，そして評価の焦点がインプットからア

ウトカムへ，さらにはアウトカムを改善に生かす

システムへと進展している背景の中で，IRの役割

として「評価に対応する」姿勢に加えて，「評価を

活用する」姿勢が求められるようになっている。

一方で，わが国の大学評価制度は，制度設計の目

的からして質の保証と質の改善の両方を追求する

ものになっている５。そのため，長い時をかけて

アクレディテーションの変化に対応しているアメ

リカの IRとは異なり，わが国の大学評価担当者

たちは，初期の段階から「評価への対応」だけで

はなく，「評価の活用」を視野に入れることが求め

られる状況にあると言えよう。

　これは，大学評価だけに限ったことではない。

わが国の高等教育をめぐる現状は，少子化や市場

化の進行といった環境の変化の中で，国公立大学

の法人化や外部資金の獲得競争など，常に大きく

動いている。小湊・中井（２００７）に従えば，「ア

メリカで１９６０年代から生じた高等教育機関の成長

の鈍化とその後にわたる変化の多くが，現在の日

本の高等教育機関をめぐる環境として，一気に顕

在化している」状況にあると言える。

　総じて言えば，日本の大学評価担当者たちは，

アメリカの IRの５０年以上にわたる発展をその何

倍もの速さで辿ろうとしているわけである。ゆえ

に，その過程で大学評価担当者たちが，制度的な

要求と大学活動の現状との間に存在する様々な矛

４　「データを利用するキャパシティ」の他に，「評価・プランニング・情報公開」という役割も挙げられているが，これは

次回のアクレディテーションに向けての準備という文脈で論じられているものであるため，ここでは「データを利用す

るキャパシティ」にのみ焦点を当てている。
５　羽田（２００７）によれば，認証評価制度の契機の一つが設置認可の緩和による質の低下の防止（質の保証）にあったが，

制度設計の議論の進展に伴い，大学の自発的な改善の支援という目的も視野に入れられるようになったと指摘されてい

る。また，大学基準協会，大学評価・学位授与機構，および日本高等教育評価機構のそれぞれの目的には，質の保証と

質の改善が挙げられている（佐藤 ２００８）。
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盾や葛藤に常に対峙していることは容易に想像で

きよう。しかしながら，これまでは認証評価およ

び法人評価が始まって間もないこともあり，その

実態は明らかにされてこなかった。第三者評価制

度の誕生から５年が経過しようとしている現在に

おいて，現場の声を拾い上げ，大学評価を通した

日本型 IRの可能性を考察することは，決して無駄

な作業ではないであろう。そこで本稿では，大学

評価担当者へのアンケート結果を分析することに

よって，大学評価から浮かび上がる諸課題とその

解決の方途を考察する。
　

２．大学評価担当者集会におけるアンケー
　　トの結果
　

２.１　アンケートの概略および各大学の実践の現

況

　アンケートは，２００８年９月５日に九州大学で開

催された大学評価担当者集会６に参加を希望した

国公私立２６大学の大学評価担当者（回答者は３０

名）を対象に行った（アンケート期間は，２００８年

７月～９月）。内訳は，国立大学２０校，公立大学１

校，そして私立大学５校となっている。また，回

答者は１大学１名が原則であったが，ある一つの

大学からは５名が回答していため，回答者数が３０

名となっている。アンケートは，MSワードで作

成したものを Eメールで送信し，回答後に返信を

お願いした。調査項目は，「情報の収集・分析」，

「評価の実施体制」，「評価結果の大学運営への反

映」，「その他」の４項目である。まず，全体的な

動向としてそれぞれの項目の実践の状況を５段階

でたずねた。そして，「評価業務の実践に当たっ

て苦労している具体的な課題等」についてそれぞ

れの項目ごとに自由記述で回答していただいた。

　なお，このアンケートは，大学評価担当者集会

での議論の活性化および各大学の情報の共有とい

う目的の下で行ったものであり，研究調査を目的

にしたものではない。その点を踏まえた上で，以

下では，特に自由記述欄の回答を用いて，大学評

価担当者が抱えている課題を明らかにしていく。

　各大学の実践の現況に関しては，図１の通りで

ある。三つの項目の結果を比較するために，それ

ぞれの項目の平均（「うまくいっている」を５とし，

「うまくいっていない」を１とする）をみると，

「情報の収集・分析」は３.２，「評価の実施体制」

が３.６，「評価結果の大学運営への反映」が２.９となっ

ている。全体的な傾向として，評価の実施する体

制は整え，情報の収集・分析を始めている大学が

多いが，評価結果を大学運営に反映することはま

だ進んでいる大学は少ないと感じている状況にあ

ると考えられる。
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情報の収集・分析 

評価の実施体制 

評価結果の大学運営への反映 

図１　回答の結果

６　２００８年の大学評価担当者集会は，九州大学大学評価情報室が企画・運営し，これまでの評価業務に関するネットワーク

を通して情報交換を行ってきた大学に連絡するとともに，九州地方の国立大学，および福岡近辺の公立・私立大学の評

価担当部署等に連絡をし，参加者を募った。
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２.２　評価業務の実践の現状・課題・ニーズ

　次に，それぞれの項目について，自由記述の回

答を現状（何を行っているのか），課題（何につま

づいているのか），ニーズ（何が必要なのか）の三

つの観点から分類し，その内容を示してみる。な

お，三つの項目の特徴・課題・ニーズを分かりや

すく比較するために，まとめ直したものが表１で

ある。

２.２.１　情報の収集・分析

　まず現状であるが，評価に必要な情報に関して

は，いくつかの大学においてデータベースを開発

し，情報収集を行っている。特に教員個人情報

（研究業績等）については，多くの大学で独自の

データベースを構築している。また，認証評価に

関する情報収集については，大学基準協会の認証

評価を受けている大学では，「大学基礎データ」の

様式が決められているため，その形式に合わせた

情報の収集を行っている。国立大学法人が受ける

法人評価に関する情報収集については，データ収

集の際に活用が望まれた大学評価・学位授与機構

の「大学情報データベース」に関して，データが

「あまり活用されていない」（１校），法人評価に

おける評価書作成の場面で「活用しなかった」（２

校）との意見が散見される。この点に関する明確

な理由はアンケートから抽出できなかったが，お

そらく以下の点が推測される。一つめは，法人評

価では４年間の活動を自己評価するものであった

が，「大学情報データベース」にはそれに対応でき

るだけの年数のデータが入力されていないこと，

二つめは「大学情報データベース」は，文部科学

省から要請される各種データの提供と同様の半ば

義務的業務として捉えられており，活用に対する

意識が希薄であったこと，三つめは「大学情報

データベース」の項目では評価書作成に必要な

データがそろわないため，学内で再調査し形式を

整えた方が作業効率が高いと思われていたことで

ある。これらは次に述べる課題とも重複するもの

である。

　次に課題であるが，上述したデータベースと関

連して，実際の運用場面において評価に必要な項

目が部局等からうまく集まらないために，再度照

会をするという二度手間をかけている状況が見受

けられる。このような作業の重複という問題は，

部局から提出されるデータを評価に合わせて再加

工しなければならない状況，様々な調査（学生数

や教員数など）の互換性がない状況といった点と

も関連している。また，データの管理に関しては，

どこの部署に必要なデータがあるか把握できてい

ない状況，部局で管理しているデータが整理され

ていない状況などがある。総じて，データの一元

的かつ効率的な収集体制・システムが整備されて

いないことが確認される。

　情報の分析に関しては，主に組織的な課題が挙

げられている。それは，情報の分析という業務ま

でを考えるとスタッフが不足することや，分析ま

で任されているかどうかわからない状況，そして

担当者の分析スキルの不足などが挙げられた。さ

らに，情報の収集や分析といった活動に対する教

職員の理解度の低さも指摘されている。

　最後にニーズとしては，データの一元化やデー

タの発生源入力の体制を整えるなどの効率的な収

集システムの整備が挙げられている。また，デー

タを管理したり，活用したりすることに向けての

担当者の意識啓発や人材育成といった点もある。

さらに，具体的なニーズとしては，他大学とのデー

タの比較を通した分析等が挙げられている。

２.２.２　評価の実施体制

　現状として，まず多くの大学において評価を担

当する全学的な委員会が設置されている。これに

加えて，情報収集や自己評価書の原案作成など評

価を専門に担当する組織または臨時的なワーキン

ググループが組織されている。評価を専門に担当

する組織に焦点を当てると，「評価室」等の名を付

す専門的な組織が２６大学中１８大学で設置されてお

り，そのほとんどが国立大学である。これらの組

織の人員は，教員が配置されている場合もあれば，

職員だけ配置されている場合もある。また，こう

いった評価を担当する部署と計画を担当する部署

が分かれていることで，相互の連携が取りづらい

状況にもある。

　次に課題に関しては，評価に関する委員会が主

体的に動かず，教員と事務職員の連携が不足し，

実質的にあまり機能していない状況が指摘されて

いる。これに関連して，評価に関する業務負担が

特定の少数の教員や評価室等に集中しており，評

価室等での人員の量的・質的不足が指摘されてい
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る。また，実際に評価を担当する組織が臨時的な

ものである場合，または恒常的な評価室でも人員

が流動的なものである場合，評価への対応を個人

的な資質・能力に頼ってしまうことになり，評価

に関するノウハウを蓄積していくことが困難な状

況にある。

　現状でも指摘したが，評価担当と計画担当の関

係についても，その乖離や連携不足が指摘されて

おり，「評価に基づいて計画する」状況に向けて

の課題が山積している。また，実際に自己評価書

を作成する部局の状況についても，課題が指摘さ

れている。例えば，評価に対する意識の低さ，評

価に対する不明瞭な権限と責任体制，評価スキル

の低さ（ピントのずれた回答など）等がある。さ

らに，大学本部と部局との間で評価に対する認識

の齟齬が生じているところもある。

　最後にニーズとしては，まず委員会運営の実質

化に向けて，教員の意識改革や教職協働体制の整

備などが挙げられている。評価室等の組織に関し

ては，恒常的な組織としての整備（教員ポストの

恒常化など）や評価業務自体の効率化を推進する

ことなどがある。評価担当と計画担当の関係につ

表１　自由記述回答の要約

評価結果の大学運営への反映評価の実施体制情報の収集・分析

・　学長を中心としたリーダーシッ

プによる評価結果を生かす取り

組みがある。

・　法人評価において指摘された事

項については，改善への取り組

みを実施している。

・　評価結果を次期中期目標・中期

計画の策定へ実質的に盛り込め

るかどうかは未定。

・　評価を担当する委員会の設置。

・　「評価室」等の評価専門組織の設

置もしくは，臨時的なワーキン

ググループ等の設置。

・　計画担当と評価担当が分かれて

おり，相互の連携も欠けている。

・　評価に必要な情報のデータベー

ス開発。

・　大学基準協会の「大学基礎デー

タ」の様式に沿った情報の収集。

一方で，大学評価・学位授与機

構の「大学情報データベース」

は，あまり活用されていない。

・　教員個人情報のデータベースは，

多くの大学で独自に構築され，

運用している。

現状（何

を行って

いるか）

・　学長のリーダーシップによる評

価の活用に関し，十分な体制に

なっているとは言えない。

・　教員個人の自己点検・評価の結

果をどのように組織に反映する

かについては，具体的な方策が

ない。

・　評価結果の活用は，本部と部局

の間に温度差がみられる。

・　実際の活用の現場は部局である

ために，最終的に取り組みに役

立てられているかどうかは不明

瞭。

・　委員会組織の主体性の欠如，教

員・事務職員の連携不足。

・　評価室や特定の教員への評価業

務負担の集中。

・　評価室の人員の量的・質的不足。

評価に関するノウハウの維持が

難しい。

・　評価と中期計画の担当者が分離

し，評価に基づく計画が困難で

ある。

・　部局の評価に関する不明確な責

任体制，評価スキルの低さ，評

価に対する意識の低さ。

・　本部と部局の間の評価に対する

意識の齟齬。

・　データベースの運用において，

必要な項目が集まらず，再度請

求する二度手間になっている。

・　様々な調査ものの互換性がない，

提供データを再加工しなければ

ならない等の作業の重複。

・　データの一元的かつ効率的な収

集体制・システムの不整備。

・　情報の分析の際の人員の不足，

担当者のスキル不足。

・　情報を収集し，分析するという

ことに対する教職員の意識の低

さ。

課題（何

につまづ

いている

のか）

・　評価結果の大学運営への確実な

反映の体制整備。

・　次期中期目標・中期計画への反

映。

・　教員個人評価の結果を組織に反

映する方策。

・　教育指標の設定，データの活用。

・　委員会運営の実質化に向けた教

職員の意識改革と教職協働の体

制整備。

・　評価室等における評価業務自体

の効率化，不安定な教員ポスト

の恒常化や事務職員の配置。

・　評価・計画の担当者間の業務連

携・情報共有による評価を計画

に反映させる体制の構築。

・　計画に関わる執行部や教職員に

対する評価への意識の啓蒙。

・　データの一元化やデータの発生

源入力の体制を整えるなどの効

率的な収集システムの整備。

・　データ管理および分析に向けて

の担当教職員の意識の啓発，人

材育成。

・　他大学とのデータの比較。

ニ ー ズ

（何が必

要 な の

か）

（注）アンケート調査の結果より作成。
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いては，日常的な業務連携や情報共有といった体

制の整備だけではなく，計画に関わる執行部や教

職員に対する評価への意識啓発といった課題が挙

げられている。

２.２.３　評価結果の大学運営への反映

　まず，現状に関して，いくつかの大学では学長

のリーダーシップの下で評価結果の大学運営への

反映の取り組みを行っている。特に，法人評価に

関しては，評価結果に基づく改善が次年度の評価

に大きくかかわるという外圧があるゆえに，多く

の大学において指摘された事項の改善に取り組ん

でいる。一方で，評価結果を計画に生かす取り組

み，特に次期中期目標・計画の策定に盛り込む活

動に関しては，それができるかどうかを含めて未

定としているところが多い。

　課題については，学長のリーダーシップを支え

る体制が十分ではないとの指摘がある。さらに，

具体的な内容に関しては，教員個人評価に関して

の課題が挙げられており，教員個人の評価結果を

どのように組織の改善へ反映させていくかについ

ての方策がない状況にある。次に組織に関わる課

題も挙げられている。例えば，評価結果の活用に

おける大学本部と部局との間に温度差があるとい

う指摘がある。同様に，実際に評価結果を改善に

生かす主体が部局であるために，それが本当に反

映されたのかどうかが不明瞭になるという課題も

挙げられている。

　最後にニーズに関しては，評価結果を大学運営

に確実に反映させる体制の整備が挙げられている。

また次期中期目標・中期計画に評価結果を盛り込

むこと，教員個人の評価の結果を組織全体に反映

することなど，具体的な反映の方法に関するニー

ズが存在している。さらに，評価結果の活用に向

けて，教育指標を明確にし，データを活用するこ

とのできる体制の確立を指摘している意見もある。

３．考察

　これまでの結果を踏まえて，次に大学評価担当

者が根底に感じている課題は何か，そしてそれを

解決する方途はどこにあるのかを具体的な自由記

述の内容を基に議論してみよう。ここでは，情報

の収集・分析，評価の実施体制，評価結果の大学

運営への反映の三つの項目を比較した表１の内容

を踏まえて四つの大きな課題を指摘するとともに，

その課題が表出している背景に関する考察を加え

たい７。

３.１　評価室等の人的資源の不足と人材育成の欠

如

　一つめに指摘できるのが，評価室等における人

的資源の不足と大学評価担当者を含めた専門的人

材の育成の欠如という課題である。表１の中では，

情報の収集・分析，評価実施体制の項目において

それぞれ指摘されていることがわかる。人的資源

の不足に関しては，評価室等に評価業務が集中し

ていることもあり，量的に人員が不足している点

がまず挙げられる。また評価を改善に生かすため

に，「分析」をその業務に加えるとなると，量だけ

でなく質的にも人材が不足することは容易に想像

できよう。

　さらに次に示すように，大学評価担当者の置か

れている環境も，組織の成長において大きな課題

となる。

　「教員ポストは学長裁量枠から措置されており

任期付となっていることから，評価を専門とする

教員の定員化，あるいはそれに代わる事務職員の

配置が課題となっている。」（評価の実施体制）

　認証評価にせよ法人評価にせよ，今後は定期的

に評価を受けていくことになる。しかしながら，

わずかな期間での教職員の異動があったり，教員

ポストが不安定であったりすれば，過去に受けた

評価の経験およびそこから得られた知見を組織に

蓄積していくことが難しくなる。もちろん組織学

習の視点から，一緒に働くことで暗黙知を共有し

たり，引き継ぎの場で形式知を伝達したり，さら

には形式知としてマニュアルを残したりといった

ことは重要となろう。しかしながら，それ以前の

７　なお，以下では自由記述の内容をそのまま抜き出して示していると同時に，その自由記述が表１にある三つの項目（情

報の収集・分析，評価の実施体制，評価結果の大学運営への反映）の中で，どの項目に関する記述であるかを括弧書き

で示している。
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課題として，そのような組織学習を推進するため

に人的資源の観点から環境を整えることが必要と

なる。

　また，この課題は知識を伝達するという意味で，

人材育成の問題とも大きくかかわる。アメリカで

は，Institutional Researcherという専門人材が存

在している。その人材のほとんどは，様々なバッ

クグラウンドを有しながら現場で育成されている

が，例えば IRの全米組織である Association for 

Institutional Researchによる研修プログラムなど

があり，職能開発の機会は整っている８。上述し

たように，質の保証と質の改善という二つの目的

が追求されている日本の大学評価においては，評

価書の作成やデータの収集といった評価への対応

だけでなく，データの分析といった評価の活用を

視野に入れた専門的な人材が必要となる。しかし

ながら，人材とその育成の現状に関しては，次の

ような意見が見られる。

　「担当者の分析スキルが不足しており，専門の

研修等による能力の向上の必要性を感じているが，

小規模大学のため専門家を育成・確保することが

困難。」（情報の収集・分析）

　評価業務に特化した専門的な人材，いわゆる

「評価人材」といった場合，評価業務全体をマネ

ジメントする人材だけでなく，様々な評価手法を

用いて分析する人材（アナリスト）や，専門的な

立場から評価を行う人材（レビューアー）も含ま

れる。それぞれの人材に求められる知識やスキル

は異なることから，評価人材の育成には担当する

領域を考慮に入れたプログラムや研修の内容を考

える必要がある９。

　人材の育成方法としては，大学院等における養

成教育，学内外での研修，OJT，海外留学など

様々なオプションがある。例えば，大学職員の養

成を目的とする大学院（桜美林大学や名古屋大学

など）はいくつか存在しており，また大学関係諸

団体によって大学マネジメントに関する研修プロ

グラム等が開かれている。これらの場では，評価

に特化した人材ではなく，大学マネジメント全体

に関わる人材の育成が行われているため，評価人

材の育成という点からは，十分に対応できるもの

とはなっていない１０。それに代わる現実的な方法

として OJTから始めることが考えられるが，先に

示した自由記述にあるように，一緒に働く人材，

つまり OJTをさせる人材の問題となり，評価室等

が少人数で動いている状況や人事ローテーション

により人員が常に入れ替わる現状では，その効果

も未知数である。研修，大学院での教育，OJTな

ど，複合的な視点から人材育成の場そしてその内

容の可能性を模索することが重要となる。

３.２　教職協働体制の不備

　二つめが，体制としての教職協働の不備である。

表１の中では，特に評価実施体制において指摘さ

れているが，評価結果の大学運営への反映におい

ても本部と部局との温度差という点で，同様の課

題を見ることができる。近年の大学経営において

教職協働という言葉が FDの場面などで使われる

ようになっているが，評価の場面でも教職協働は

重要なファクターとなる。それは，評価業務はこ

れまでの大学にはなかった新しい業務であるから

であり，さらに教職協働をしなければ本質的な質

の改善にまで至らないからである。

　評価のプロセスにおいて教職協働が必要となる

場面として，まず自己評価書の作成の段階がある。

ほとんどの大学では，教員主導の委員会体制を

とって対応しているが，以下のように委員会を構

成する教員とそれを担当する事務部門との間の連

携が十分ではないことが指摘されている。

　「個別自己点検・評価委員会については，それ

ぞれの委員会に担当事務部門が配置されているが，

８　フロリダ州立大学やペンシルベニア州立大学等では，大学院レベルでの IRの養成プログラムが存在しているが，まだそ
の数も少なく，歴史の浅いものである。

９　例えば，評価業務全体をマネジメントする人材の育成は，評価を通して大学全体の運営を俯瞰するスキルを習得できる

場であることから，幹部職員のキャリアパスの一つとして評価担当を位置づけ，研修を行うことも考えられよう。
１０　日本私立大学連盟は，加盟大学の教職員を対象に PDCAサイクルを構築する手法を実践的に修得する「自己改革システ
ム修得プログラム」を開いている。ここでは，自己点検・評価を題材として，マネジメントサイクルの評価手法の修得

を意図している（日本私立大学連盟ウェブサイトより http://www.shidairen.or.jp/ ２００８/１０/２９）。
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教員と事務部門との連携が十分に取れていないた

め，今後の活性化が望まれる。」（評価の実施体制）

　委員会の下では，自己評価書の内容は実際の教

育研究活動に従事している教員が書くことになる。

しかしながら，自己評価書に何が求められている

のかといったことの理解に関しては，評価機関の

説明会に参加したり直接連絡をとったりしている

職員の方が詳しい。もちろん，職員から教員に対

して自己評価書の書き方の説明を行う機会は用意

されているだろうが，教員と職員の連携がうまく

いっていなければ，その内容が確実に伝わること

はない。そのような場合，教員が作成した自己評

価書には評価機関が要求するデータや情報が盛り

込まれていないために，それらを取りまとめる職

員が再度照会をかけるといった作業の重複も生じ

てしまう。

　次に教職協働が必要になるプロセスとして，評

価結果の大学運営への反映の段階がある。この点

に関しては，評価の実施体制の項目で指摘された

意見であるが，次の自由記述を見てもらいたい。

　「教育・研究に関係する評価については，ピア

レビューがベースとなることから，評価結果が法

人の業務運営につながるようなものであっても，

対応が教員主体になりがちであり，法人として組

織的な統制がとれず問題が生じる場合がある。」

（評価の実施体制）

　一言に改善といっても，日々の授業の改善と

いったことから，設備の問題さらには組織全体に

関わることまで様々である。しかしながら，先に

示した自由記述の意見にあるように改善する主体

が教員になりがちになると，事務組織に関わる事

項についての改善が見落とされてしまう可能性が

ある。逆に職員が主体になると，次のような状況

も存在する。評価結果をまず受け取るのは大学本

部の職員であるため，教職の連携がうまくいって

いなければ，評価結果の内容やそれに対する大学

としての方針といった情報が教員にうまく伝わら

ないことも考えられる。この点は，後述する部局

と大学全体との関係にも大きくかかわってくるで

あろう。

　このように，評価に対応する際，そして評価を

改善に生かす際に，教職協働という体制は必要不

可欠となる。教職協働の構築には，日々の業務か

ら連携を深めることが第一歩であり，徐々に評価

に対する教員および職員の意識を高めていくこと

が必要となる。

３.３　計画と評価の分離

　三つめが，計画と評価の連動の不十分さである。

表１の中では，特に評価結果の大学運営への反映

の項目において指摘されているが，評価の実施体

制の中でも両者の連動に関する指摘が確認される。

多くの場合，計画を担当する部署と評価を担当す

る部署は別組織である。しかしながら，評価結果

を計画に生かすというサイクルの中で両者の連携

は必要不可欠であるが，以下のような状況が存在

する。

　「次期中期目標・中期計画の策定には，評価業

務従事者が携わり，今回の各種評価を通じて明ら

かになった課題等を計画に反映していくことが必

要だと思われるが，計画作成のグループと評価の

グループが連携を密に取れていないことが課題と

して残っている。」（評価の実施体制）

　業務分担を明確にして動く大学事務部において，

計画と評価の部署が分かれている状況は当然であ

るが，問題なのは連携が不十分なことである。特

に法人評価の場合，中期目標・中期計画に基づく

評価，さらに評価に基づく次期中期目標・中期計

画の策定が前提であるために，両者を離して考え

ることはできない。しかしながら現状は以下のよ

うにもなっている。

　「次期中期目標・計画の策定が，評価結果をど

れほど反映したものになるかは，現時点では予想

できない（おそらく，あまり反映されないと思わ

れる）。」（評価結果の大学運営への反映）

　計画の策定には，「企画課」といったような部署

だけでなく，様々な事務組織が関わることになる。

計画と評価の連携を深める方策の一つとして，評

価室等の組織が柔軟に動き，事務各課とデータや

情報を共有したり，必要な業務の連携を行ったり

していくことが考えられる。明確な業務分担で動

いている大学事務部の中で，その業務分担を超え
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て横の連携を図るように評価室等が柔軟に動き，

計画策定の場に評価結果や評価で得られた情報を

盛り込んでいくように（もらえるように）活動し

ていくことが重要となる。

３.４　評価に携わるアクター間の意識の温度差

　四つめが，評価業務に関わるアクター間の評価

に対する意識の温度差である。表１の中では，す

べての項目の中で指摘されていることがわかる。

大学評価担当者は冒頭で述べたように，評価に対

する意識が高い。それは，これまで述べてきたよ

うに，評価に対する理解度が高いだけでなく，大

学評価を受ける事の重要性を認識し，評価を活用

しようとしていることからも理解できよう。しか

しながら，他のアクターが同じ意識を有している

わけではない。まず挙げられるのが，大学の執行

部と大学評価担当者との間の温度差である。評価

を担当している役員の意識はもちろん高いゆえに，

執行部間にも温度差は存在する。執行部の評価軽

視の意識は，次のような影響を及ぼす。

　「各役員の評価に取り組む姿勢・認識について

温度差が見受けられる場合，学内の評価体制への

士気等々に影響し，本来の目的を外れて問題とな

る場合がある。」（評価の実施体制）

　執行部の評価に対する意識は，例えば評価室等

の組織の体制に表れたり，委員会の機能に表れた

りする。そして，評価結果に対して執行部がそれ

をどう受け止め，それに対してどのような方針を

示すのかという時にも，評価に対する意識が顕在

化する。評価への意識が高くない執行部の場合，

評価結果を文書にまとめて部局へ送るということ

だけで終わってしまうこともあるかもしれない。

大学評価担当者は，執行部の評価に対する意識を

高めるために，評価の情報や重要性を地道に伝え

ていくことがまず必要となろう。

　次に，大学本部（評価室等を含む）と部局の間

の温度差である。各部局では，評価委員会等が存

在しており，そこの教員がデータ収集・分析を

行ったり，自己評価書を作成したりしているのが

一般的であるが，次のような状況も指摘されてい

る。

　「各学部の体制は，外形的に整備されているが，

不明瞭な権限と責任，当事者意識の欠如等の状

況。」（評価の実施体制）

　この課題は，先に挙げた教職協働とも関係して

くる。例えば，自己評価書の作成の際，大学本部

と部局との意識の差によって，評価室等が求めて

いるデータや情報が盛り込まれていなかったり，

根拠資料が明らかに不足していたりという事態も

起こりうる１１。そして評価結果の反映において，

この課題は顕在化してくる。先に述べたように，

評価結果はまず大学本部が受け取り，学長等の

リーダーシップの下で大学運営へ反映されること

になる。しかしながら，それを実行に移すかどう

かは教育研究の現場である各部局の判断に委ねら

れている。そのため部局の評価に対する意識の差

によって，以下のような状況が存在する。

　「評価結果は役員会・教育研究評議会等を経て

学内に周知されるが，評価結果を今後の取組みに

反映し，改善に役立てるかどうかは，トップダウ

ンで指示を下したとしても，最終的には当該部局

等の姿勢・意識に拠るところがあり，学内でどれ

だけ反映され，実行されているかは，まだら模様

となる場合がある。」（評価結果の大学運営への反

映）

　繰り返しになるが，大学評価担当者たちは評価

の意味や重要性を認識し，高いモチベーションを

もって評価業務に取り組んでいる。それゆえに，

評価を改善に生かす際の部局の現状に温度差を感

じているのかもしれない。部局間にも差があるこ

とは確かであり，積極的に評価に取り組んでいる

部局では，計画に評価結果を反映させたり，すぐ

に対応できる改善を行ったりしている。こういっ

た部局の取り組みを促進する一つの方策としては，

大学本部と部局の間のコミュニケーションのチャ

ンネルを増やすことにある。現状としては，部局

１１　この点は，「事務局各課では，評価に対する認識の違いなどから，適切な根拠資料等を示すことができない課がある」と

いうように，評価室等と大学本部の事務局各課との意識の温度差も指摘されている。
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長が集まる会議や各種の専門委員会にそういった

場が限られていることが多い。チャンネルを増や

すには，例えば評価結果を単に文書で部局に通知

するだけでなく，大学評価担当者や執行部が中心

となって各部局を訪問し，その内容を直接説明し，

今後の方針を議論していく場を作っていくことが

考えられる。単に指示するだけのトップダウンで

は，評価結果を改善に生かすことは難しい。それ

ゆえに，評価に関してだけでなく，大学運営にお

ける多様なコミュニケーションの可能性を探って

いくことが重要である。

３.５　課題の背景

　以上，四つの課題を指摘したが，これらの課題

は特に次の二つの環境の中で表出してきたものと

考えられる。一つめが，質の保証と質の改善の両

方を追求する大学評価に対応するという環境であ

る。質の保証という点に対応するだけでも，四つ

の課題は大きな壁になっているが，質の改善を視

野に入れた評価業務となると，さらに壁は大きく

なる。例えば，データの詳細な分析を担当する人

材が必要となるし，評価結果を改善に生かすには

教職協働，および計画と評価の連携が不可欠にな

る。そして，評価に対する教職員の意識の啓発に

関しても，「評価に対応する」だけでなく「評価を

活用する」視点も含む必要がある。

　もう一つが，アメリカの IRをめぐる環境とは

異なる日本の大学の環境である。例えば，アメリ

カの IRのスタッフは，教員集団ではなく，アドミ

ニストレーターとしての職員集団でもなく，一種

の職能集団（データ分析を行うアナリストや，

データベースを開発するプログラマーなど）であ

る１２。しかし，日本の大学では教員と職員の区分

しか存在せず，IRのような専門性のある人員を配

置するような体制はまだ十分に整備されてはいな

い１３。これにより，専門性のある人員の不足と人

材育成という課題がより大きなものとして表出し

てくる。また，アクレディテーションがおよそ

１００年続いているアメリカとは異なり，日本の大

学はこの数年の間に初めて評価に接している。そ

のため，評価に馴染みがない中で，教職員の評価

に対する意識や認識を向上させ，計画と評価の連

携を通じて評価を改善に活用するという目的を達

成することが，大きな課題となっている。

おわりに

　日本の大学評価担当者たちの抱える課題は，こ

れまで述べてきたように，単なる技術的な問題に

留まるものではない。大学組織の壁にぶつかった

り，評価が軽視される風土の中で孤立したり，

もっと泥臭い場面で苦悩している。こうした現場

で抱えている課題を見る限り，様々な期待を込め

て語られる日本型 IRの構築は，決して容易なも

のではないだろう。

　本稿は，大学評価担当者へのアンケートを基に，

各大学の組織内というミクロ的な視点から大学評

価をめぐる課題について考察を行ってきた。しか

しながら，大学評価を取り巻く環境が大きく変

わっていく中では，マクロ的な視点から大学評価

の課題を分析する必要もある。今後は，重層的に

大学評価のあり方を探ると共に，日本型 IRの可能

性に迫っていきたい１４。
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　The purpose of this paper is to clarify challenges in university evaluation from the perspective of 

institutional researchers. According to the result of questionnaire survey for institutional researchers, as a 

whole, while most universities set systems for university evaluation, it is under development to make use of 

the result of evaluation for management within universities. The challenges that can be mentioned are 

inadequate human resources in institutional research office and a lack of professional development, a lack of 

cooperative systems between faculties and staffs, a separation between planning and evaluation, and a 

difference in the degree of commitment among members participating in evaluation work.
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